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  東条地域の皆さんへ

9:00～9:10
9:20～9:30
9:40～9:50

10:00～10:10
10:20～10:30
10:40～10:55
11:05～11:35
11:45～11:55
13:00～13:15
13:25～13:40
13:50～14:00

高 岡
高 岡
高 岡
高 岡
穂 積
北 野
上滝野
上滝野
河 高
河 高
河 高

高岡第2班集会所
高岡第3班集会所
高岡コミュニティーセンター
高岡第4班集会所
穂積集落センター
北野コミュニティーセンター
ふれあい館
栗林歯科前
河高1班構造改善センター
河高住吉会館
河高3班構造改善センター

9:00～9:30
9:40～9:55

10:05～10:15
10:25～10:40
10:50～11:05
11:15～11:40
13:00～13:20
13:30～14:00
14:10～14:30
14:40～14:50

新 町
稲 尾
多 井田
多井田
曽 我
光明寺
上滝野
下滝野
下滝野
光明寺

新町研修センター
稲尾集落センター
多井田団地
多井田公民館
曽我公民館
光明寺集落センター
滝野体育センター
阿弥陀堂
下滝野寿会館
高倉ごみステーション

9:00～9:10
9:20～9:30
9:40～9:50

10:00～10:15
10:25～10:40
10:50～11:10
11:20～11:50
13:00～13:10
13:20～13:30
13:40～13:55
14:05～14:15
14:25～14:40
14:50～15:05
15:15～15:25
15:35～15:45

西 戸
常 田
秋 津台
古 家
黒 谷
掎鹿谷
天 神
少分谷
貞 守
長 井
黒 石
長谷･永福台
横 谷
森

南 山

西戸公民館
常田公民館
秋津台なかよし広場
古家農業倉庫前
若宮八幡宮
掎鹿谷前ＪＡ倉庫
東条庁舎車庫
少分谷公民館
貞守公民館
長井公民館
黒石公民館
長谷公民館
横谷消防機具庫
森公民館
ゆめのくにこうえん

9:00～9:10
9:20～9:30
9:40～10:00
10:10～10:20
10:30～10:40
10:50～11:00
11:10～11:20
11:30～11:45
13:00～13:10
13:20～13:30
13:40～13:50
14:00～14:15
14:25～14:40
14:50～15:05
15:15～15:25

吉 馬
牧 野
上 三草
山 口
馬 瀬
上鴨川
下鴨川
平 木
　畑　
湖翠苑
廻 渕
上久米
下久米
久 米
藤 田

吉馬公民館
牧野公民館
上三草公民館
山口公民館
馬瀬公民館
上鴨川公民館
下鴨川公民館
平木公民館
畑公民館
湖翠苑集会所
廻渕地区集会所
上久米公民館
下久米公民館
久米教育集会所
藤田公民館

9:00～9:10
9:20～9:40
9:50～10:00
10:10～10:20
10:30～10:40
10:50～11:10
11:20～11:30
11:40～11:50
13:00～13:10
13:20～13:30
13:40～13:55
14:05～14:20
14:30～14:40
14:50～15:00
15:10～15:20
15:30～15:40

下 三 草
木 梨
喜 田
梶 原
上 中
家 原
窪 田
西垂水
貝 原
野 村
上 田
大 門
福 吉
出 水
田 中
鳥 居

下三草公民館
木梨公民館
喜田公民館
梶原公民館
上中公民館
家原公民館
窪田隣保館
西垂水公民館
貝原公民館
野村公民館
上田公民館
大門公民館
福吉公民館
出水公民館
田中公民館
鳥居公民館

9:00～9:10
9:20～9:30
9:40～9:50

10:00～10:15
10:25～10:35
10:45～10:55
11:05～11:15
11:25～11:35
13:00～13:30
13:40～13:50
14:00～14:10
14:20～14:30
14:40～14:50
15:00～15:20

西 古 瀬
中 古 瀬
東古瀬
屋 度
沢 部
沢 部
東 実
松 尾
山 国
ひろのが丘
社 4 区
社 1 区
社 1 区
社 4 区

西古瀬公民館
中古瀬公民館
東古瀬公民館
屋度公民館
旧JAみのり沢部支店
沢部営農組合格納庫
東実公民館
松尾公民館
山国公民館
ひろのが丘公民館
社4区南坊店北側広場
社1区公民館
千鳥ヶ丘公園
社庁舎南駐車場

9:00～9:10
9:20～9:35
9:45～9:55

10:05～10:15
10:25～10:35
10:45～11:00
11:10～11:25
11:35～11:45
13:00～13:10
13:20～13:35
13:45～13:55
14:05～14:20
14:30～14:40
14:50～15:00
15:10～15:20

蔵 谷
大 畑
東 垂水
　藪　
厚 利
松 沢
依藤野･嬉野東
栄 枝
小 沢
吉 井
新 定
新 定
森 尾
岩 屋
岡 本

蔵谷公民館
大畑公民館
東垂水公民館
藪ライスセンター
厚利公民館
松沢公民館
依藤野公民館
栄枝公民館
小沢公民館
吉井公民館
大谷消防機具庫
新定公民館
森尾教育集会所
岩屋公民館
岡本公民館

　その犬が死亡したり、飼い主が変わったり、行方がわからな
　い場合などは、市民生活部生活課までお知らせください。

　会場での混雑を避けるため、必ず記入しておいてください。

１頭につき　2，650円
１頭につき　 550円

　　合　計　3，200円

◆事前にお送りしている「狂犬病予防注射通知票」

◆問診票

◆狂犬病予防注射料金
　狂犬病予防注射済票交付手数料

１頭につき　3，000円
１頭につき　2，650円
１頭につき　 550円

　　合　計　6，200円

登録手数料
狂犬病予防注射料金
狂犬病予防注射済票交付手数料

【既に登録されている場合】 【登録されていない場合】

　最近、生活課に「飼い主のマナーが守られていない」
との苦情が多く寄せられています。特に目立っている
のが、散歩の際の犬のフンや、放し飼いなどです。
　ペットも社会の一員です。近所の方の迷惑にならな
いよう飼ってください。

　生後91日以上の犬は、登録と年1回の狂犬病予防注射を受けることが法律
で義務付けられています。
　飼い主はその責任において、愛犬のため、周囲の方のためにも、市内の
会場や最寄の動物病院で必ず受けるようにしてください。

会場にお持ちいただく書類と料金等

◆会場で、別にお渡しする登録申請書･問診票に、必要事項
　を記入してください。

※料金は、釣り銭のいらないようお願いします。
※犬が体調不良の場合は、必ず会場で獣医師に申し出てください。

　飼い犬が死亡した場合は、生活課に届け出て
ください。
　また、次の3カ所の施設で火葬することが
できます。    （小野クリーンセンターとみどり園で
　　　　　　は一般の廃棄物として処理します）　　　　

■小野加東斎場 湧水苑（加東市全域の方）
 　受 付 時 間　毎日　9:00～16:00
　 手　数　料　1頭／5,000円
　 問い合わせ先　　　0794-67-0164
■小野クリーンセンター（社地域･東条地域の方）
 　受 付 時 間　月～金　8:30～12:00
　 手　数　料　1頭／1,000円
 　問い合わせ先　　　0794-62-6250
■みどり園（滝野地域の方）
 　受 付 時 間　月～金　9:00～16:00
 　手　数　料　1頭／2,000円
 　問い合わせ先　　　0795-23-2808

藪残土処分場の利用手続を変更します
　東条地域の方が持ち込む際、料金の徴収方法などを変更します。
　これまで、搬入後に納入されていた料金は、4月以降、申込時に
搬入量を申告の上、前払いして頂くことになります。
　平成19年4月以降、藪残土処分場に搬入する場合は、東条庁舎窓
口センターで手続きをしてください。

時　　間 地 区 名 場　　　　所

4
月
16
日
（月）

滝　野　地　域

時　　間 地 区 名 場　　　　所

4
月
17
日
（火）

時　　間 地 区 名 場　　　　所

4
月
18
日
（水）

東　条　地　域

時　　間 地 区 名 場　　　　所

4
月
23
日
（月）

社　　地　　域

時　　間 地 区 名 場　　　　所

4
月
24
日
（火）

時　　間 地 区 名 場　　　　所

4
月
25
日
（水）

時　　間 地 区 名 場　　　　所

4
月
19
日
（木）

※交通事情により、会場に到着するのが 
　遅れることがありますがご了承ください。

平成19年度年度 狂犬病予防注射日程表狂犬病予防注射日程表平成19年度年度 狂犬病予防注射日程表狂犬病予防注射日程表平成19年度 狂犬病予防注射日程表 大丈夫ですか、あなたのマナー大丈夫ですか、あなたのマナー大丈夫ですか、あなたのマナー

犬の登録と予防注射のお知らせ犬の登録と予防注射のお知らせ犬の登録と予防注射のお知らせ

市民生活部生活課（滝野庁舎）　48－3507問い合わせ
市民生活部生活課（滝野庁舎）　48－3528問い合わせ

●ひとりひとりが心掛けてください
　マナーの悪い一部の飼い主が原因で、すべての飼い主の方が
迷惑しています。「散歩のときはフンを持ち帰る」、「放し飼いを
しない」、「首輪等に名前を書き、飼い主が分かるようにする」こ
とを徹底してください。
●飼えなくなった動物を捨てないでください
　犬に限らず動物は「生涯面倒をみる」という強い決意で飼って
ください。飼い始めたら、去勢･不妊手術をし、不幸な命を産み
出さないようにしましょう。
●犬の行方がわからなくなった
　犬が逃げれば、人に危害を加えたり、道路で事故を引き起こ
したり、さまざまな場所で問題を起こす場合があります。
　紐（リード）が外れて逃げたり行方がわからなくなった時は、速
やかに、兵庫県動物愛護センター三木支所（　0794－84－3050）
まで連絡してください。

犬が死亡した場合は…犬が死亡した場合は…犬が死亡した場合は…

～ペットの飼い方～

藪残土処分場

処理料金を、申込時に徴収

平成19年4月1日より
（土日祝日および水曜は休み）

土（壁土など）･石･瓦･レンガ･
コンクリートガラなど

利用施設

変更内容

実施時期

搬入
できるもの


